教育基本条例
特徴
第一　前提
１　教育は行政サービス（教育を受ける権利：義務）であるとともに、次代を担う青少年の健全育成
一　行政サービスである以上、保護者・児童にとって、サービスの質・量・方法など受益者の要望（民意）が行政に反映されなければならない。
↑
議会の関与の根拠
二　次代を担う青少年の健全育成である以上、教育の目標設定は時代の先見性が問われる。
↑
政治の関与の根拠
２　集権化から分権化へ
一　国は、教育レベルを設定し、その実現のために義務を負う。
二　地方は、地域の実情に応じ、国が設定した教育レベルを維持し、かつ、更なるレベルアップのため教育の環境整備に努める。
↑
法律も教育レベルの維持を図ることを目的
条例で地域の実情に応じた教育の実現に関して規定
３　教育における政治的中立性
（義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第３条）
一　研究・開発や学問の進化を担う高度な教育部門は、真理探究のため政治の関与は排除される。
二　基礎的教育部門は、人類・学問の成果を次代の青少年に伝える。原則として、政治の関与は抑制。
　但し、価値観が多様化し、情報が氾濫する現代社会においては、それを整理し、教科書検定などの分野では、一定のレベルを維持しながら、教育関係者・保護者・地域住民の意見を反映させる。
↑
政治の関与
三　教育に従事する教職員、教育委員会の職員は、税金から給与を受ける者として、また、組織の一員として、職務規律に服さなければならない。
↑
（行政に対する）政治の関与
但し、教育内容についてまで関与することは控える。
４　要項や指針の内容を条例化
一　給与条例主義があるにも拘らず、勤務・労働条件について要綱で定めたり、人事評価や懲戒・分限処分は指針で規定するなど、本来、二元代表制のもとチェック機能、政策・統治提言機能を発揮してこなかった議会に問題があったことを反省し、すべて条例化。
二　地方教育行政法に反しない範囲で条例化
但し、将来は、教育の分権化の方向性を進め、多くを条例に委任すべきである。
内容
第１章　目的及び基本理念
第２章　各教育関係者の役割分担
１　教育委員会・知事・校長及び副校長・教員及び職員・特に保護者についても児童生徒の家庭教育を義務化
２　学校運営協議会の設置
保護者・周辺地域住民・教育関係者
第３章　政治の関与
１　教育委員会に対する議会のチェック機能強化
第４章　校長及び副校長の人事
１　学校運営については校長権限強化
２　権限強化を実効あらしめるために、事実上の人事権・予算請求権を条項化
３　校長・副校長に権限と予算執行・義務を付与するため準特別職とする
４　現に教員である者・校長・教頭も応募することができる
第５章　教員の人事
１　任用については校長判断を重視・尊重
２　人事評価は保護者の意見も参考に校長が行う
３　評価は５段階評価、その結果は賞与・給与に反映
第６章　懲戒・分限処分に関する運用
１　職員の処分については、教育委員会のみならず人事監察委員会の関与
２　処分は書面主義。聴聞又は弁明の機会（29条4項）が与えられるなど、不服申し立て制度を充実。
３　監督責任も厳しく問う。
４　分限処分
　一　処分に至るまでの適正手続条項の明文化（←人事監察委員会の関与）
　二　同一の職務命令違反に対しては３回目に免職
　三　組織改廃に基づく分限処分の手続（法28条1項4号・3項条例への委任）
（1） 議会によるチェック　議決又は審議
（2） 配置転換の努力を尽くす。但し、安易な職種転換は不可。
（3） 退職金換算
（4） 再就職支援
但し、学校法人化等、職場が確保されるときは上記（２）（３）は不要
第７章　学校制度の運用
１　公開授業の義務化
２　学校区制度の撤廃・義務教育についてブロック化など
３　学校の統廃合
第８章　学校の運営
１　校長権限の強化
２　小学校における教科担任制
　　小中高の土曜授業
３　クラブ活動支援のための保護者・周辺地域住民の参加
４　児童・生徒に対する懲戒
５　出席停止
第９章　最高規範性
